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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成25年6月27日(2013.6.27)

【公開番号】特開2013-93146(P2013-93146A)
【公開日】平成25年5月16日(2013.5.16)
【年通号数】公開・登録公報2013-024
【出願番号】特願2011-233497(P2011-233497)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   4/90     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ  12/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ   4/90    　　　Ｘ
   Ｈ０１Ｍ  12/08    　　　Ｓ
   Ｈ０１Ｍ   4/90    　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｍ   8/04    　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｍ   8/10    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年4月29日(2013.4.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素吸蔵合金を含む負極と、正極と、前記負極と正極との間に介在してプロトンを通過
させ水素ガスおよび酸素ガスを通過させないセパレータと、を有する燃料電池において、
　前記負極で発生する水素ガスを直接かつ独立に貯蔵する水素貯蔵室と、
　前記正極で発生する酸素ガスを直接かつ独立に貯蔵する酸素貯蔵室と、を備えていて、
　前記正極はカーボンファイバーに電解析出された二酸化マンガンを含んでいる、燃料電
池正極。
【請求項２】
　前記正極が、カーボンファイバーにニッケル被覆し、次いで硫酸塩浴中で陰分極して二
酸化マンガン層を形成し、次いで苛性アルカリ水溶液中で化成処理して得られる請求項１
に記載の燃料電池正極。
【請求項３】
　前記カーボンファイバーは、１０００～２４０００本のカーボンファイバーの単繊維の
束である、請求項１および２のいずれか一項に記載の燃料電池正極。
【請求項４】
　前記カーボンファイバーが、２～１０本のカーボンファイバーの単繊維が撚られたもの
である、請求項１～３のいずれか一項に記載の燃料電池正極。
【請求項５】
　前記二酸化マンガンが、前記カーボンファイバーに、同心状に、２～４μｍの厚さで電
解析出されている、請求項１～４のいずれか一項に記載の燃料電池正極。
【請求項６】
　前記ニッケル被覆の厚さが、０．２～８μｍである、請求項２に記載の燃料電池正極。
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【請求項７】
　前記ニッケル被覆が、無電解ニッケルめっきと、その上に形成された電解ニッケルめっ
きとを有している、請求項２または６のいずれか一項に記載の燃料電池正極。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の燃料電池正極と、水素吸蔵合金を含む負極とを備
えた燃料電池。
【請求項９】
　前記負極と、前記正極と、前記負極と前記正極との間に配されたセパレータと、電解液
と、を有する燃料電池において、
　前記負極で発生する水素ガスを直接かつ独立に貯蔵する水素貯蔵室と、前記正極で発生
する酸素ガスを直接かつ独立に貯蔵する酸素貯蔵室と、
を収容する筒状の外装体を有する、請求項８に記載の燃料電池。
【請求項１０】
　前記負極の前記セパレータに接する面に、親水性を有する材料が配置されており、前記
負極の前記水素貯蔵室に接する面に、疎水性を有する材料が配置されている、
請求項９に記載の燃料電池。
【請求項１１】
　前記正極の前記セパレータに接する面に、親水性を有する材料が配置されており、前記
正極の前記酸素貯蔵室に接する面に、疎水性を有する材料が配置されている、
請求項９または１０のいずれか一項に記載の燃料電池。
【請求項１２】
　前記電解液が前記酸素貯蔵室に保持されている、請求項９～１１のいずれか一項に記載
の燃料電池。
【請求項１３】
　前記外装体の内側に、径方向の空間を介して、筒状の正極と筒状の負極が前記セパレー
タを介して配置され、前記正極の前記セパレータの反対側の面に接して前記酸素貯蔵室が
形成され、前記負極の前記セパレータの反対側の面に接して前記水素貯蔵室が形成されて
いる、請求項９～１２のいずれか一項に記載の燃料電池。
【請求項１４】
　前記外装体の内側に、径方向の空間を介して配置された筒状の正極と、前記セパレータ
を介して前記正極の内側に配置された筒状の負極とを備え、前記酸素貯蔵室が前記径方向
の空間に形成されており、前記水素貯蔵室が前記負極の内方に形成されている、請求項９
～１３のいずれか一項に記載の燃料電池。
【請求項１５】
　前記正極が、四三酸化マンガン（Ｍｎ3Ｏ4）を含んでおり、
　前記正極中における四三酸化マンガンの量が、重量比で５％以下である請求項９～１４
のいずれか一項に記載の燃料電池。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　前記した目的を達成するために、本発明に係る燃料電池正極は、水素吸蔵合金を含む負
極と、正極と、前記負極と正極との間に介在してプロトンを通過させ水素ガスおよび酸素
ガスを通過させないセパレータと、を有する燃料電池において、前記負極で発生する水素
ガスを直接かつ独立に貯蔵する水素貯蔵室と、前記正極で発生する酸素ガスを直接かつ独
立に貯蔵する酸素貯蔵室と、を備えていて、前記正極はカーボンファイバーに電解析出さ
れた二酸化マンガンを含んでいる（図１３）。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　本発明に係る燃料電池は、上記の燃料電池正極と、水素吸蔵合金を含む負極とを備えて
いる。そして、前記負極と、前記正極と、前記負極と前記正極との間に配されたセパレー
タと、電解液と、を有する燃料電池において、前記負極で発生する水素ガスを直接かつ独
立に貯蔵する水素貯蔵室と、前記正極で発生する酸素ガスを直接かつ独立に貯蔵する酸素
貯蔵室と、を収容する筒状の外装体を有することが好ましい（図１４）。上述のように、
本発明に係る燃料電池においては、単位体積あたりのガス貯蔵可能量が増せば、電気とし
て取り出すことのできるエネルギー量が増す。換言すれば、電池の外装体の耐圧性を向上
させることにより、電池のエネルギー密度を高めることが可能となる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　本発明に係る燃料電池は、前記負極の前記セパレータに接する面に、親水性を有する材
料が配置されており、前記負極の前記水素貯蔵室に接する面に、疎水性を有する材料が配
置されていることが望ましい。更には、前記正極の前記セパレータに接する面に、親水性
を有する材料が配置されており、前記正極の前記酸素貯蔵室に接する面に、疎水性を有す
る材料が配置されていることが望ましい（図１４）。
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